
◎基本情報

主

副

● 対象 ○ 対象外 ○ 対象 ● 対象外

○ 経常経費 ● 臨時的経費

○ 内部管理　　 ○ 法定経費 ○ 指定管理

○ 直営　 ● 一部委託 ○ 全部委託　 ○ 補助助成　 ○ その他

◎事業費

計（事業費＋人件費） 35,308 35,800 35,219 35,800

事業費

の内訳

令和3年度決算

①配偶者暴力相談センター運営管理（１８，８４２）
②ステップハウス運営管理（１，３８６）
③ＤＶ相談員研修（０）
④デートＤＶ防止講座（４９１）
⑤民間シェルター補助金（３，７００）

令和4年度予算

①配偶者暴力相談センター運営管理（１９，２４０）
②ステップハウス運営管理（１，４１０）
③ＤＶ相談員研修（１１０）
④デートＤＶ防止講座（５４０）
⑤民間シェルター補助金（３，７００）

人工 1.5 1.5 1.5 1.5

人件費 10,800 10,800 10,800 10,800

事業費 24,508 25,000 24,419 25,000

うち特定財源 0 0 0 0

（単位：千円）

令和2年度決算 令和3年度予算 令和3年度決算 令和4年度予算

0 年度

関連法令・条例・
要綱等

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、札幌市男女共同参画推進条例

他都市の状況

都道府県は支援センターの設置義務有、市町村設置は努力義務。市町村設置は全国で１２７か所。政令市では札
幌を含む全２０市が設置。（Ｒ３．４現在）

実施結果

配偶者暴力相談センターの相談体制の整備や、ＤＶについて広報啓発を行うことが、相談しやすい社会環境を形
成することになり、潜在的ＤＶ被害者の早期相談・支援につながっていると考えられる。

事業実施における
工夫点

暴力根絶のために若年層を対象としたＤＶ未然防止講座を実施している。

対象者 市民 開始 0 年度 終了

事業の性質

事
業
内
容

実施形態

目的

短期

配偶者暴力相談センター等において被害者等への相談・支援を行い、被害者の救済・自立を図る。若いうちからＤ
Ｖについて理解を深める啓発を行い、ＤＶ未然防止を図る。

長期

ＤＶは重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の実現を阻害するものであることから、暴力根絶に向けた総合
的な取組を行い、暴力のない男女共同参画社会の実現を目指す。

取組内容

配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援を図る。
①配偶者暴力相談センター運営管理（１９，２４０）
②ステップハウス運営管理（１，４１０）
③ＤＶ相談員研修（１１０）
④デートＤＶ防止講座（５４０）
⑤民間シェルター補助金（３，７００）
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施策名
地域に密着した保健福祉サービスを提供する環境づくり
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◎検証（振り返り）

□ 企画 □ 実施 ■ 評価 □ 対象外 ■ 回答 □ 反映

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

千
円

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

○ 改善 ● 現状維持 ○ 休止・廃止

○ 拡充 ● 現状維持 ○ 縮小 ○ その他

千
円

今回の評価

評価の理由
現行の相談体制を維持し、被害者が相談しやすい環境を整えるほか、被害者の自立に向けた総合的な支援
を実施した。またＤＶ問題について広く認識してもらうため、積極的・効果的な啓発を行った。

次年度の
取組の
方向性・
改善内容

事業
内容

札幌市配偶者暴力相談センターの相談・支援体制の維持。
被害者の早期発見・未然防止のための効果的な啓発の実施。

予算
札幌市配偶者暴力相談センターの相談・支援体制の維持及び効果的
な啓発を実施し、ＤＶの根絶を目指す。 見直し効果額 0

前回の評価

今年度取り組んだ
見直し内容

なし
見直し効果額

（前年度）
0

市民参加の実施 市民参加結果への対応

今後の改善点

ＤＶの広報啓発を進めることにより、潜在化していた被害者の相談が増加する可能性があり今後さらに相談
体制の充実をはかる必要がある。さらに、ＤＶ被害者への支援には周囲の理解や協力が必要であるため、引
き続き広報啓発による理解促進を強化していく。

事業の実施手法
（事業の効率性、

実施主体は適切か）
A

ＤＶ相談業務には高い専門性が求められることから、豊富な経験・知識を持つ相談員を有する団
体に業務を委託することにより、相談者の利便性を図りながら、専門的・効率的な相談業務を行う
ことが可能となり、コスト削減にもつながっている。

対象者の満足度
（対象者のニーズ
に応えているか）

A

対象者の満足度を計る指標はないが、被害者の救済と回復・自立に向け札幌市配偶者暴力相談
センターのほか、民間シェルター、ステップハウスを設置し、対応・支援体制を強化している。

事業の成果
（目的をどの程度
達成できたか）

A

札幌市配偶者暴力相談センターへの相談件数は年間１，３６８件であった。潜在的なＤＶ被害者が
パンフレット等の広報啓発を通して情報を得ることで、ＤＶが重大な人権侵害であると気づき、ＤＶ
問題の存在とその相談先が徐々に認識されるようになったことが、相談につながっていると考え
る。

事業規模
（事業ボリューム

は適切か）
A

相談に対する対応・支援については、現在必要最低限の人員体制で実施しているが、常に相談
の増減傾向を見ながら適正な規模について検討する。

項目 判定 理由

配置 配置 配置

成果指標２

指標名

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

成果指標１

指標名 カウンセラーの配置

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

配置

1500

活動指標２

指標名

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

活動指標１

指標名 配偶者暴力相談センター相談件数（件）

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

1464 1650 1368


